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健 康 福 祉 部 

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ０ 日 



　待機児童数（令和６年４月１日現在）　　　0 人

【市町村別保育所等利用待機児童数について】
（単位：人）

4月1日 10月1日 4月1日 10月1日 4月1日 10月1日 4月1日 10月1日 4月1日 10月1日 4月1日 10月1日 4月1日
対前年
同月比

松江市 21 103 0 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

出雲市 3 7 0 3 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0

雲南市 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

飯南町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

西ノ島町 3 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

合計 30 119 0 48 0 7 1 3 0 4 0 1 0 0

【待機児童数及び保育所等利用児童数の推移】

保育所等利用待機児童の状況（４月１日現在　速報値）について
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令和６年５月２０日

環境厚生委員会資料

健康福祉部子ども・子育て支援課

保育所等利用児童数（４月）

保育所等利用児童数（10月）

就学前児童数

認可保育所等定員数（４月）

待機児童数（４月）

待機児童数（10月）
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島根県障がい者就労継続支援事業所工賃向上計画（案）について 

 

１．計画の概要 

・就労継続支援Ｂ型事業所で就労する障がいのある人が、住みたい地域で自立した生活を営

むことができるよう、就労継続支援事業所における工賃向上の取組を引き続き推進するた

め 

・『｢工賃向上計画｣を推進するための基本的な指針（厚生労働省通知）』に基づき、令和８年

度までの目標工賃額を設定し、就労継続支援事業所における取組が効果的に実施されるよ

う具体的な支援策を定めるもの 

２．計画の期間 

・令和６年度～令和８年度（３年間） 

３．計画の対象事業所 

・県内すべての就労継続支援Ｂ型事業所（令和６年４月１日現在事業所 144 事業所） 

４．目標工賃月額の設定（単位：円） 

 

 

 

   

 

※Ｒ５年度の工賃実績は速報値であり、６月末に確定する確報値とは異なる場合がある。それに伴い、Ｒ５年

度の工賃実績を基準に設定したＲ６～８年度の目標工賃も修正される場合がある。 

５．県の支援に関する基本的な方向性 

    （１）事業所の経営力向上 

      管理者・職員の意識改革・人材育成のための研修等の実施 

  （２）新規事業・商品改良等の支援 

      専門家の派遣による助言等 

  （３）他産業との連携の促進  

      農福連携における施設外就労やその他の産業との連携を促進 

  （４）販路拡大、新たな取引先の確保 

      共同受注窓口やイベントによる販売機会の確保等 

  （５）説明会や研修等の実施 

      工賃向上に必要となる知識を取得するための研修等の実施 

  （６）市町村における取組の協力依頼 

      調達方針に基づく優先発注の推進 

６．スケジュール 

５月１７日  パブリックコメントの実施（～６月１６日） 

６月１７日  計画案に対する関係機関による検討会議 

６月定例会  環境厚生委員会に報告 

７月   策定・公表 

令 和 ６ 年 ５ 月 20 日 

環境厚生委員会資料 

健康福祉部障がい福祉課 

R3年度

実績

R4年度

実績

R5年度

実績

R6年度

目標

R7年度

目標

R8年度

目標
R5/R8比

月額（旧算定） 19,749 20,141 20,428 ー ー ー
月額（新算定） ー ー 27,660 28,300 28,900 29,500 106.7%
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令和６年度策定・改定予定の計画について 

計画の名称 根拠 趣旨 計画期間 所管課 

しまねっ子すくすくプラン 

（島根県こども計画） 

・島根県次世代育成支援行動計画 

・島根県子ども･子育て支援事業支援計画 

・島根県ひとり親家庭等自立支援計画 

・しまね青少年プラン 

・島根県子どものセーフティネット推進計画 

こども基本法 

次世代育成支援対策推進法 

子ども・子育て支援法 

母子及び父子並びに寡婦福祉法 

子ども・若者育成支援推進法 

子どもの貧困対策の推進に関する法律 

国の「こども大綱」を踏まえ、こどもや若者、子育て当事者

のライフステージに応じた各種支援を一体的に進めるために、

「しまねっ子すくすくプラン※」、「しまね青少年プラン」及

び「島根県子どものセーフティネット推進計画」の３計画を見

直して一元化し、「島根県こども計画」として策定する。 

※ しまねっ子すくすくプランには「島根県次世代育成支援行動計画」、

「島根県子ども･子育て支援事業支援計画」、「島根県ひとり親家庭等 

自立支援計画」を含む。 

令和７年度～ 

令和 11年度 

子ども・子育て支援課

青少年家庭課 

地域福祉課 

 

島根県地域福祉支援計画 社会福祉法 地域福祉に関する新たな動きや課題の複雑化・多様化に対応

するため、法改正や国のガイドライン改定なども踏まえた見直

しを行う。 

令和７年度～ 

令和 11年度 

地域福祉課 

島根県社会的養育推進計画 児童福祉法 現在の社会的養育推進計画を見直し、こどもに対する家庭及

び養育環境の支援を強化し、里親等委託の推進、こどもの権利

擁護の充実等に取り組む。 

令和２年度～ 

令和 11年度 

 

 

青少年家庭課 

島根県ギャンブル等依存症対策

推進計画 

ギャンブル等依存症対策基本法 ギャンブル依存症に対する社会全体での関心と理解を深め、

その予防を図るとともに、患者等への早期支援の充実や適切な

治療による安心して暮らすことができる社会の実現を図る。 

令和７年度～ 

令和９年度 

障がい福祉課 

 

島根県障がい者就労継続支援事

業所工賃向上計画 

厚生労働省通知 就労継続支援事業所が定める「工賃向上計画」を基に、県の

目標工賃額を定め、事業所の計画の推進を積極的に支援する。 

令和６年度～ 

令和８年度 

障がい福祉課 

 

食の安全安心確保に係るアクシ

ョンプラン 

食品安全基本法 県民が安心して食生活を送れるよう、食品の生産から消費に

至る一貫した安全対策に取り組むための「食の安全安心に係る

基本方針」に基づき、具体的な取り組みを検討し、必要な見直

しを行う。 

令和７年４月～

令和 12 年３月 

薬事衛生課 

島根県結核対策推進計画 感染症法 結核は、特に予防のための施策を総合的に推進する必要があ

る感染症と位置づけ、国の「結核に関する特定感染症予防指針」

に即して策定しているもので、国指針の改正（R6年度中改正見

込）を踏まえた見直しを行う。 

平成 30年度～ 薬事衛生課 

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ０ 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部健康福祉総務課 

国の策定要領を
踏まえた見直し 

(R7～R11) 

国の指針改定を
踏まえた見直し 
(R7.3 改定見込) 

3


